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１. 現状及び目的 

令和 6年度の推計では、日本の慢性腎臓病（CKD）患者数は、約 2,000万人（成人 5人に 1人）

と言われています。透析患者数は、令和 3年まで緩徐に増加傾向でしたが、令和 3年をピークに減

少に転じており、令和 4年末現在の日本の透析患者数は約 35万人となっています。 

久留米市における透析患者数は、令和 2年をピークに減少に転じています。しかしながら、国民

健康保険被保険者・後期高齢者医療保険被保険者における透析患者数は増減を繰り返し、減少には

至っていない状況です。令和 6年度末の国民健康保険被保険者における透析患者数は 120人、新規

透析患者数は 26人、後期高齢者医療保険被保険者における透析患者数は 531人、新規透析患者数

は 46人となっています。また、国民健康保険被保険者における新規透析患者の約 9割は糖尿病に

罹患しており、糖尿病対策も急務となっています。 

久留米市では、各医師会、久留米大学病院等の市内の医療機関のご協力のもと、平成 30年度に

CKD対策検討委員会を設置しました。CKD対策については、①CKDの普及啓発、②CKD重症化予防

（保健指導）、③CKD医療連携の推進を柱に、現在取組を進めているところです。 

この事業においては、健診にて尿蛋白陽性となった方へ詳細な検査を実施し、保健指導・専門医

との連携を図り、「かかりつけ医と専門医の連携強化」、「かかりつけ医と連携した保健指導の充

実・強化」を進めてまいります。取組にあたっては『CKD対策事業マニュアル』を令和 4年に作成

し、令和 6年に改定いたしました。今回は、情報を更新し、よりお使いいただきやすいように作成

をしたものです。 

成人の 5人に 1人が CKD患者とすると、久留米市の CKD患者数は約 5万人＊１と推計されます。5

万人に及ぶ CKD患者の診療には、今後も、かかりつけ医の先生方のお力添えが最も有用であり必要

不可欠です。このマニュアルは、かかりつけ医の先生方に担っていただいている健診や診療の機会

に、尿検査結果等から CKD 患者が速やかに適切な検査や治療につながり、心血管系疾患及び人工透

析への重症化を予防することを目的としています。 

 

＊１ 久留米市人口統計（令和 7 年 10 月 1 日時点） 
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２．対象者 

久留米市国保特定健康診査及び後期高齢者健康診査の結果から CKD が疑われるもの 

本マニュアルでは、以下の①、②の対象者で事業を実施する。 

① 尿検査で尿蛋白 ＋ 以上のもの・・・A※ 

※後期高齢者健康診査受診者は、75歳から 84歳の者のうち尿蛋白＋以上かつレセプトで医

療（入院・外来・歯科）未受診者 

② 尿検査で尿蛋白 － または ± のもの・・・B  

３．内容 

健康診査結果に基づき、以下のことを実施する。 

①尿検査で尿蛋白 ＋ 以上の対象者・・・A 

１）CKDの重症度を評価 

詳細検査（保険診療）又は 2次検査利用券（市の保健事業）で以下の検査を追加して行う。 

（１）尿蛋白定量検査 

（２）尿中クレアチニン量の測定 

（３）（１）及び（２）の結果を用いた尿蛋白/クレアチニン比の算出 
 
 ２）検査結果(兼)保健指導連絡票を作成 

（１）１）の検査結果及び CKD重症度分類による評価と総合判定を記入 

（２）保健師が保健指導を行う上での留意事項記入 

   

※専門医紹介基準該当例は、全例（紹介済・併診中の者を除く）に、専門医の意見を求め、 

連携（書面）を図る。 

  なお、検査実施医療機関と専門医への書類送付は市が実施する。 

 

３）市へ情報提供 

（１）検査結果(兼)保健指導連絡票は写しを 2部作成し、原本は市へ速やかに送付する。 

（２）写しの１部を利用者本人に交付、１部を医療機関で保管。 

 

４）留意事項 

（１）詳細検査（保険診療）実施後の市への情報提供は、原則、一人の対象者につき 1回とす

る。引き続き、専門医との協同診療が必要な場合は保険診療への移行を検討する。 
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５）委託料の支払い 

（１）契約は各医師会と集合契約とする。 

（２）市は、委託料をその他検診と同じように年 3回に分けて医師会に支払う。 

（３）検査実施医療機関は、「様式 2 詳細検査結果連絡票」13ページ又は「様式 5 2次検

査事業結果連絡票」16ページの連絡票に内訳書を添えて、直近のがん検診票提出日ま

でに医師会事務局を通じて市へ提出する。 

 ただし、浮羽医師会会員は、個別支払いのため、市へ直接「様式 2 詳細検査結果連

絡票」13ページまたは「様式 5 2次検査事業結果連絡票」16ページを提出する。 

小郡・三井医師会会員は、「2次検査」について個別支払いのため、市へ直接「様式

5  2次検査事業検査結果連絡票」16ページを提出する。 

非会員は契約・支払いともに個別に対応する。 

 

②尿検査で尿蛋白 － または ± のもの・・・B 

１）eGFR45未満の対象者 

（１）【基準 1】かかりつけ医から腎臓専門医・専門医療機関への紹介基準 10ページを参考

に、腎専門医への紹介を検討。 

   ※市が基準に基づき抽出した該当者には、市より医療機関受診勧奨通知を郵送する 

 

２）eGFR45以上の対象者 

（１）糖尿病の治療の有無を確認し、尿中アルブミン量測定の実施を検討する。 
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４．事業の流れ 

１）健診から医療につなげる流れ  

（１）【A：尿蛋白＋以上の対象者】          フローチャートⅠ 5ページ  

【詳細検査（保険診療）】 

＜検査実施前＞ 

・ 特定健康診査の尿検査結果から、事業対象者を抽出する。 

・ 対象者へ健診結果説明時等に、「様式 1 検査案内」12ページを用いて十分な説明を行い、

治療や検査等の同意を得る。（「様式 2 詳細検査結果連絡票(兼)保健指導連絡票」13ペー

ジ上段のチェック欄が空欄であることを確認する。） 

・ 同意が得られなかった場合は、通常どおりの健診結果説明を実施し終了する。市への「様

式 2 詳細検査結果連絡票」13ページの提出の必要はない。 

 

  ＜検査実施＞ 

・ 同意が得られた対象者は、詳細検査（保険診療）を実施する。 

・ 結果から CKD重症度分類を確定し、今後の対応方針の検討・決定を行う。 

［詳細検査（保険診療）項目］ 

ア）尿蛋白定量 

イ）尿中クレアチニン量 

ウ）尿蛋白/尿中クレアチニン比（g/gCr）の算出 

 

＜検査実施後（市へ情報提供）＞ 

・ 「様式 2 詳細検査結果連絡票」13ページの「CKDの重症度分類」、「総合判定①②」、

「特記事項 1.今後の対応方針」、「特記事項 2.市保健師が保健指導を行う場合の留意事

項」を記入する。 

・ 「様式 2 詳細検査結果連絡票」13ページを市へ速やかに送付する。 

・ 市は、対象者に保健指導を実施する。 

・ 市は、保健指導完了後、検査実施医療機関等へ保健指導報告書を提出する。 

   

＜専門医コメント＞ ※腎専門医紹介基準該当者のみ 

・ コメント返却方法 

ア）市は、「腎専門医」より書面にてコメントを依頼する。 

  なお、HbA1c7.0%以上の対象者は、「糖尿病専門医」にもコメントを依頼する。 

イ）市保健師は、検査実施医療機関にコメントを返却する。 

初回（1例目）は、医療機関訪問にて事業説明を行い返却する。 

2例目以降は文書による返却を基本とする。 

・ コメント内容 

ア）CKD診療時のポイント（検査内容、時期（間隔）、投薬等） 

イ）専門医紹介のタイミング 
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1）健診から医療につなげる流れ

　フローチャートⅠ　　　（１）【Ａ：尿蛋白（＋）以上の対象者】

A： 尿蛋白 （＋） 以上

医療機関で詳細検査の勧め

結果説明

詳細検査実施

（保険診療）

尿蛋白定量、尿中クレアチニン量測定

検査結果より重症度判断

NO YES

市に情報提供書

（要同意）

腎専門医紹介基準

該当

専門医コメント追加

（書面連携）

保健指導（３か月程度）

腎専門医紹介基準

非該当

様式2 

(P13)

健

診

診

療

保

健

指

導

様式3 

(P14)

上記国保に加え、以下の後期高齢者健康診査の受診者にも対象拡大

・75歳～84歳のうち、尿蛋白＋以上かつ医療（入院・外来・歯科）未受診者
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（２）【B：尿蛋白－または±の対象者】         フローチャートⅡ 7ページ  

特定健康診査の尿検査結果から、対象者の eGFRが 45未満か、45以上かを確認する。 

【B1】対象者の健診結果が eGFR45未満の場合 

・ 腎臓専門医への紹介を検討する。 

検討の際は、【基準１】かかりつけ医から腎臓専門医・専門医療機関への紹介基準 10ペー

ジを参照する。 

 

【B2】対象者の健診結果が eGFR45以上の場合  

・ 糖尿病の有無を確認し、尿中アルブミン量測定の実施を検討する。

 

通常どおりの健診結果説明を実施し、終了する。（他院で治療継続） 

 

 
糖尿病性腎症の病期を確定する為、尿中アルブミン量測定の必要性を判断する。 

実施の際は、検査結果から糖尿病専門医の紹介を検討する。必要な場合は診療情報提供

書を作成し紹介する。 

＜尿中アルブミン量測定＞ 

ア）尿アルブミン定量 

イ）尿中クレアチニン量測定 

ウ）腎症の病期分類確定 

  

※糖尿病未治療者の治療にあたっては、新規糖尿病患者の治療指針 11ページを参照

し、継続して治療を自院で行うか、糖尿病専門医への紹介を検討する。 

 

  

【基準１】かかりつけ医から腎臓専門医・専門医療機関へ紹介基準 10ページを参照

し、腎専門医紹介を検討する。 

紹介の必要がない場合には、通常どおりの健診結果説明を実施し終了する。 

  

 

 

 

 

 

  

ア）①他院で「糖尿病治療中」 

ア）②自院で「糖尿病治療中」 
イ）「糖尿病未治療者」の場合 

ウ）「糖尿病なし」の場合 
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1）健診から医療につなげる流れ

　フローチャートⅡ　　　（２）【Ｂ：尿蛋白（－）または（±）の対象者】

(B1) eGFR45未満

腎専門医への紹介

検討【基準１】

B： 尿蛋白（－）又は（±）

(B2) eGFR45以上

糖尿病の有無を確認する

ア）糖尿病治療中

イ）糖尿病未治療で糖尿病の診断基準を満たす

・血糖値126mg/dl以上かつHbA1c6.5％以上

・血糖値126mg/dl以上かつ典型的症状や網膜症が認められる

ウ）糖尿病なしの場合は【基準１】かかりつけ医から腎臓専門医・

専門医療機関へ紹介基準を参照

イ）

糖尿病専門医への紹介を検討【基準２】

糖尿病腎症の病期を確定する

尿中アルブミン量測定の実施を判断

ア）

3か月以内に

検査実績あり

検査実績なし

終了

（通常どおりの健診結果説明)

（他院での治療継続）

ウ）

腎専門医紹介

又は終了

終了

(通常どおりの健診結果説明)

（治療継続） 終了

新規糖尿病患者の

治療指針 (P11)

②自院で治療中①他院で治療中

診

療

健

診

尿中アルブミン量測定の実施（保険診療）

尿中アルブミン定量、尿中クレアチニン量測定

糖尿病性腎症病期分類の確定
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２）健診から市保健事業の流れ  

（１）【A：尿蛋白＋以上の対象者】         フローチャートⅢ 9 ページ  

詳細検査（保険診療）への同意が得られなかった等、医療につながらなかった者は、久

留米市の保健事業における対象者とする。この保健事業は、本来、検査が必要な方が放

置されることのないようにするものである。 

 

＜検査実施前＞ 

・ 市が対象者へ「2次検査利用勧奨通知」と「利用券（裏面「様式 5 2次検査事業結果連絡

票」）」15・16ページを送付する。 

・ 利用を希望する対象者は、利用券を医療機関へ持参する。 

・ 医療機関は、利用券について下記の項目を確認すること。 

ア）利用券の有効期限 

イ）マイナ保険証又は資格確認書等で個人情報が一致 

ウ）「様式 5 2次検査事業結果連絡票」16ページ上段の本人確認欄のチェック欄が空欄で

あること 

・ 上段の本人確認欄のチェック欄に記載がある場合は、利用券の使用は出来ない。 

検査のみを希望される場合は、通常の保険診療に変更し、実施をすることができる。 

通常の保険診療で実施する場合は、本事業の対象外となり、「様式 5  2次検査事業結果連

絡票」16ページの提出は不要。 

 

＜検査実施＞ 

・ 同意確認ができた対象者に、2次検査を実施する。 

検査実施以降の流れについては、前述の詳細検査に準ずる。 

なお、「様式 5 2次検査事業結果連絡票」16ページの記載については、対象者が持参し

た用紙に記載する。 

  

 

 

（２）【B：尿蛋白－又は±かつ eGFR45未満の対象者】  フローチャートⅢ 9 ページ  

・ 市が抽出した該当者に、医療機関受診勧奨通知を郵送する。 

・ 医療機関を受診した際には、前述のフローチャートⅡ（7 ページ）に沿って対応する。 
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２）健診から市保健事業の流れ

　フローチャートⅢ

対象者抽出

【A：健診結果において尿蛋白＋以上】、【B1：尿蛋白-又は±かつeGFR45未満】

２次検査実施
尿蛋白定量、尿中ｸﾚｱﾁﾆﾝ量の

測定

終了

終了

対象者へ事業案内

（利用券送付）

終了

B1：受診勧奨A：健診後の詳細検査（保険診療）、通常診療の尿定量検査等確認

様式5

(P16)

レセプトあり いずれもなし検査結果連絡票あり

あり

専門医への受診確認（レセプト確認）※専門医受診者、過去の事業参加者除外

腎専門医紹介基準

該当

保健指導（３か月程度）

専門医コメント追加

（書面連携）

なし

参加

あり

参加

なし

検査結果通知兼保健指導

連絡票を市に送付

健診から医療につなげる流れ

フローチャートⅠ

腎専門医紹介基準

非該当

様式4

(P15)

様式3 

(P14)

上記国保に加え、以下の後期高齢者健康診査の受診者にも対象拡大

・75歳～84歳のうち、尿蛋白＋以上かつ医療（入院・外来・歯科）未受診者
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３）かかりつけ医から腎臓専門医・専門医療機関へ紹介基準/糖尿病専門医紹介基準

【基準１】かかりつけ医から腎臓専門医・専門医療機関へ紹介基準

蛋白尿区分 A１ A2 A３

正常 微量アルブミン尿 顕性アルブミン尿

30未満 30～299 300以上

正常
（－）

軽度蛋白尿
（±）

高度蛋白尿
（＋～）

0.15未満 0.15～0.49 0.50以上

G1 ≧90 正常または高値
血尿＋なら紹介、
蛋白尿のみならば生活
指導・診療継続

紹介

G2 60～89 正常または軽度低下
血尿＋なら紹介、
蛋白尿のみならば生活
指導・診療継続

紹介

G3a 45～59 軽度～中等度低下
40歳未満は紹介、
40歳以上は生活指導・
診療継続

紹介 紹介

G3b 30～44 中等度～高度低下 紹介 紹介 紹介

G4 15～29 高度低下 紹介 紹介 紹介

G5 ＜15 高度低下～末期腎不全 紹介 紹介 紹介

詳しくは、日本腎臓学会ホームページ：「かかりつけ医から腎臓専門医・専門医療機関への紹介基準」を参照。

【基準２】糖尿病専門医紹介基準

  詳しくは、日本糖尿病学会ホームページ：「かかりつけ医から糖尿病専門医・専門医療機関への紹介基準」を参照。

本マニュアル11ページ「新規糖尿病患者の治療指針」もご確認ください。 

　
G
F
R
区
分

原疾患

尿アルブミン定量(mg/日)

尿アルブミン/Cr比(mg/gCr)

尿蛋白定量(g/日)
尿蛋白/Cr比（g/gCr）

糖尿病関連腎臓病

高血圧性腎硬化症、
腎炎、多発性嚢胞腎、
その他

(ml/分/

1.73㎡)

【健診をきっかけに糖尿病治療を開始する際の糖尿病専門医への紹介基準】

（かかりつけ医から糖尿病専門医・専門医療機関への紹介基準より作成）

１．学習入院

食事・運動療法、服薬、インスリン注射、血糖自己測定など、外来で十分に指導が

できない場合。

２．慢性合併症

①慢性合併症［網膜症、腎症※、神経障害、冠動脈疾患、脳血管疾患、末梢動脈疾

患など］発症のハイリスク者（血糖・血圧・脂質・体重等の難治例）である場合。

②上記糖尿病合併症の発症、進展が認められる場合。

※腎機能低下やタンパク尿（アルブミン尿）がある場合は,

【基準1】“かかりつけ医から腎臓専門医・専門医療機関への紹介基準”を参照のこと。
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健診で糖尿病の可能性ありとされた受診者のフローチャート

健診受診者

かかりつけ医 あり かかりつけ医 なし

医療機関への受診を勧める

糖尿病の可能性あり

かかりつけ医への通院を継続

空腹時血糖値 126mg/dｌ以上 または HbA1c 6.5%以上

４）糖尿病専門医への紹介基準（久留米市CKD対策検討委員会糖尿病専門医部会版）

新規糖尿病患者の治療指針

新規糖尿病患者

HbA1c 8.0%以上
著明な高血糖（約300mg/dｌ以上）
尿ケトン体強陽性（2+～）

専門医へ
紹介

eGFR≧30 eGFR＜30

メトホルミン*

DPP-4阻害薬 ***

HbA1c＜7% HbA1c≧7% 専門医へ紹介
かかりつけ医で
治療継続

HbA1c＜7%

医療機関（かかりつけ医）を受診

＊メトホルミンは、1日500mg (2回分服)より開始し、適宜増量する。

3ヶ月以内でHbA1c<7%とならない場合

3ヶ月以内

腎臓専門医へ
紹介

SGLT2阻害薬 **

**心血管疾患の既往、心不全、CKD、肥満を有する場合は積極的に投与開始してよい。
***腎機能を勘案する。eGFR<30では一部薬剤は減量する必要がある。

3ヶ月以内

かつ
または

変更案１
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正常 尿蛋白
（＋）以上

夜間尿、むくみ、
貧血、倦怠感など

心臓病
脳卒中

人工透析

自覚症状が出にくいため、
詳細検査を受けることをお勧めします

あなたは今この段階です!! ※通常は、尿蛋白（－）です。

あなたの腎臓が
悲鳴をあげています

腎臓の機能が低下した状態

＝慢性腎臓病（CKD）

＊CKDが進行すると、心臓病や脳卒中のリスクが約３倍になります。
＊CKDであっても、早めに生活習慣の改善や適切な治療をうけることで
重症化を予防することができます。

知っていますか？
慢性腎臓病（CKD）
（市ホームページ）

成人の

５人に１人

～～あなたに受けてほしい検査～～

 CKD詳細検査（蛋白定量検査 及び 尿中クレアチニン量）
※健診で実施した尿検査のより詳しい検査です

【費用】
保険診療の自己負担分

【検査後】
• かかりつけ医と専門医が連携して、必要な検査や治療法を見直す必要が
ないか等を検討します。

• 結果に応じて、日常生活で実践できる健康づくりのコツを市の保健師が
一緒に考えます。（市からご連絡差し上げます）

特定健診の結果で、尿検査の項目：尿蛋白（＋）以上だった方へ

５．様式 様式１（表）検査案内（かかりつけ医→CKD対象者）
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※本人確認欄  □次のことに同意しません。：市への情報提供及び保健師等の結果説明や健康相談を受けること。
　　　　　　　　

年 月 日 保険証番号

歳

特定健診結果
尿潜血 血圧(㎜Hg)

＋ ・ ・

②尿中クレアチニン量

③尿蛋白/クレアチニン比

④該当ステージにチェック✔

【総合判定①：CKDに関するもの】

【総合判定②：その他の疾患（高血圧・糖尿病・脂質異常症等の基礎疾患）に関するもの】

＜特記事項＞  医師記入(1 及び２)
１．今後の対応方針　（該当するもの全てにチェックし、その他は内容を記入）

　 □ 経過観察：　(　　　)  ヵ月後　または　翌年度の健診

□ 生活指導を実施：　減量　禁煙　禁酒（節酒）　減塩　たんぱく質制限　その他 (           ）

□ 治療中 ・ 治療開始：　糖尿病　　高血圧　　脂質異常　　その他（　　　　　　　　）

□ 治療変更・強化：　　

□ 本検査のみ対応（別に、かかりつけ医あり）

□ 専門医紹介：　　予定　・　紹介済み*　・　併診中*

　紹介先医療機関名称

※　専門医紹介基準該当者は腎臓・糖尿病専門医のコメントあり（書面のみ）「紹介済み・併診中」除く。

　

4 0 1

＊記入後、写しを2部作成し１部を利用者本人交付（郵送可）、１部を医療機関保管、原本を久留米市へ送付してください。

結果報告日

医療機関名
医療機関番号

記載医師名

□ 異常なし □ 要指導 □ 要医療Ａ □ 要医療Ｂ

（要生活習慣改善） （現在の治療の継続で可） （治療開始または現行治療の強化）

□ 要医療Ａ □ 要医療Ｂ

（要生活習慣改善） （一般医への受診で可） （腎臓専門医への受診を勧める）
□ 異常なし □ 要指導

尿蛋白 ※eGFR(ml/分/1.73m2)

測
定
結
果

①尿蛋白量（定量検査）

(mg/dl)

(mg/dl)

算
出
結
果

空腹時血糖(mg/dl) HbA1c（%）

２＋ ３＋

日

氏　　名 □男 □女 年齢 連絡先

年 月

検査実施日 令和

フリガナ 性　別 生年月日 昭和

慢性腎臓病（CKD）詳細検査結果(兼)保健指導連絡票
特定健診

受診券整理番号

2．市保健師が保健指導を行う場合の留意事項(食事制限,運動など):

様式2（裏） 詳細検査結果連絡票

□無
□有 カッコに記入→
□特定保健指導を自院
で実施中
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専門医コメント
依頼番号

事業通し番号

被保険者証 記号番号

歳

【総合判定①：CKDに関するもの】

【総合判定②：その他の疾患（高血圧・糖尿病・脂質異常症等の基礎疾患）に関するもの】

＜特記事項＞＊専門医記入

　　 （検査医療機関及び市保健師が行うCKD発症・重症化予防のために向けての留意事項）

糖尿病専門医　記載医師名

久留米市CKD対策委員会専門部会 医師

腎臓専門医　記載医師名　

要医療Ａ

         （要生活習慣改善） （現在の治療の継続で可）    （治療開始または現行治療の強化）

〇腎臓専門医 〇糖尿病専門医

（一般医への受診で可） （腎臓専門医への受診を勧める）

       異常なし
        要指導 要医療Ｂ

連絡先

      異常なし
         要指導 要医療Ａ 要医療Ｂ

         （要生活習慣改善）

フリガナ 性　別 生年月日

氏　　名 年齢

${専門医コメント依頼番号}${事業通し番号}

慢性腎臓病（CKD）保健指導連絡票

検査実施日 ${検査実施日}

K

様式3 保健指導連絡票（専門医 → かかりつけ医）

□Dは糖尿病専門医が記載□Kは腎専門医が記載

K K K

K D K D K D K D
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〒 830-8520

様

　

交付

0 0 4 0 0 0 4 4

保険者電話番号 ０９４２－３０－９３３１

保険者番号

保険者名称 久留米市　

※必ず上記の有効期限内にご利用ください。

窓口での個人負担 ０円

保険者所在地 久留米市城南町15番地3

特定健診受診券番号 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

（国保）保険証番号 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

有効期限 令和●年●●月●●日

性別 男

生年月日 昭和●年●月●日

利用券番号 2●A●●

慢性腎臓病（CKD）２次検査利用券

令和●年●月●日

利用者の氏名 ｸﾙﾒ ﾀﾛｳ

久留米市城南町１５番地３

久留米　太郎 有効期限 令和●年●●月●●日

☆検査を受けるときの留意点☆

◎【検査の注意事項】（本券面右側）をよく読んで検査を受けてください。

◎検査前日、検査前の激しい運動は控えましょう。

◎生理中は、検査を受けることはできません。

◎自覚症状や他覚症状があり、速やかに治療が必要な状態と医師が判断した場合は２次検査ではなく、

治療が優先される場合があります。（医療費の自己負担分の支払いが必要。）

◎検査後、市の保健師が面談等により検査結果の説明及び保健指導を行います。（後日、案内いたします。）

【注意事項】
１．本券裏面の本人同意欄を確認してください。
２．本券に記載してある有効期限内に検査を受けて

ください。
３．検査を受けるにあたっては、実施機関に事前の

予約をお願いします。

４．検査を受けるときは、以下のいずれかにより保

険資格の確認を受けてください。

・マイナンバーカードによるオンライン資格確認

（受診する施設が対応している場合）

・マイナポータルの保険資格画面の提示

・マイナ保険証と資格情報のお知らせの提示

・資格確認書の提示

５．検査結果は、久留米市において保管し、必要に

応じて次年度以降の保健指導に活用しますので、

ご了承の上、利用願います。

６．被保険者の資格が無くなったときは、５日以内

にこの券を久留米市にお返しください。

７．不正にこの券を使用した者は、刑法により詐欺

罪として懲役の処分を受けることがあります。

８．この券の記載事項に変更があったときは、すぐ

に久留米市で訂正の手続きを行ってください。

【検査の時にご持参いただくもの】

①慢性腎臓病（CKD）２次検査利用券（本券）

②マイナ保険証又は資格確認書等

③令和●年度 特定健康診査の結果通知表

久留米市保健事業のご案内

慢性腎臓病(CKD)
2次検査無料利用券

R●年度健診で尿検査異常がみられた方へ、
慢性腎臓病(CKD)の重症化予防を目的とした
2次検査のご案内をしています。詳しくは同封
のチラシをご覧ください。

様式4 2次検査利用券（2次検査事業結果連絡票 裏）
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※本人確認欄  □以下のことに同意しません。(＊チェックありの場合、2次検査無料利用券のご使用ができません。)

　　　　　　　　市への情報提供及び保健師等の結果説明や健康相談を受けること。

年 月 日 保険証番号

歳

特定健診結果

＋ ・ ・

②尿中クレアチニン量

③尿蛋白/クレアチニン比

④該当ステージにチェック✔

【総合判定①：CKDに関するもの】

【総合判定②：その他の疾患（高血圧・糖尿病・脂質異常症等の基礎疾患）に関するもの】

＜特記事項＞  医師記入(1 及び２)
１．今後の対応方針　（該当するもの全てにチェックし、その他は内容を記入）

　 □ 経過観察：　(　　　)  ヵ月後　または　翌年度の健診

□ 生活指導を実施：　減量　禁煙　禁酒（節酒）　減塩　たんぱく質制限　その他 (           ）

□ 治療中 ・ 治療開始：　糖尿病　　高血圧　　脂質異常　　その他（　　　　　　　　）

□ 治療変更・強化：　　

□ 本検査のみ対応（他に、かかりつけ医あり）

□ 専門医紹介：　　予定　・　紹介済み*　・　併診中*

　紹介先医療機関名称

※　専門医紹介基準該当者は腎臓・糖尿病専門医のコメントあり（書面のみ）「紹介済み・併診中」除く。

　

4 0 1

＊記入後、写しを2部作成し１部を利用者本人交付（郵送可）、１部を医療機関保管、原本を久留米市へ送付してください。

血圧(㎜Hg)尿潜血

結果報告日

空腹時血糖(mg/dl) HbA1c（%）

月

□ 要医療Ａ □ 要医療Ｂ

年昭和

医療機関名
医療機関番号

記載医師名

□ 異常なし □ 要指導 □ 要医療Ａ □ 要医療Ｂ

（要生活習慣改善） （現在の治療の継続で可） （治療開始または現行治療の強化）

（要生活習慣改善） （一般医への受診で可） （腎臓専門医への受診を勧める）
□ 異常なし □ 要指導

算
出
結
果

測
定
結
果

①尿蛋白量（定量検査）

(mg/dl)

(mg/dl)

２＋ ３＋

尿蛋白 ※eGFR(ml/分/1.73m2)

検査実施日 令和

フリガナ 性　別 生年月日 日

氏　　名 □男 □女 年齢 連絡先

慢性腎臓病（CKD）2次検査結果(兼)保健指導連絡票
２次検査利用券番号 特定健診

受診券整理番号

様式5 2次検査事業結果連絡票（利用券 裏）

2．市保健師が保健指導を行う場合の留意事項(食事制限,運動など):

□無
□有 カッコに記入→
□特定保健指導を自院

で実施中

【表：CKDの重症度分類】　（CKD診療ガイドライン2023）

③尿蛋白/クレアチニン比（ｇ/gCr）

A１ A2 A３

正常 軽度蛋白尿 高度蛋白尿

0.15未満 0.15～0.49 0.50以上

G1 ≧90 正常または高値 □ G1A1 □ G1A2 □ G1A3

G2 60～89 正常または軽度低下 □ G2A1 □ G2A2 □ G2A3

G3a 45～59 軽度～中等度低下 □ G3aA1 □ G3aA2 □ G3aA3

G3b 30～44 中等度～高度低下 □ G3bA1 □ G3bA2 □ G3bA3

G4 15～29 高度低下 □ G4A1 □ G4A2 □ G4A3

G5 ＜15 高度低下～末期腎不全 □ G5A1 □ G5A2 □ G5A3

※

G

F

R

区

分

腎専門医紹介基準
○青色の区分は紹介

○灰色G1A2、G2A2   かつ血尿＋なら紹介、

蛋白尿のみならば生活指導・診療継続

○灰色G3aA1で40歳未満は紹介、40歳以上

は生活指導・診療継続

(ml/分/

1.73㎡)
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 ６．CKD治療連携ができる専門医の在籍医療機関一覧

腎臓専門医一覧

・かかりつけ医からの相談に応じ、CKD治療の連携ができる腎臓専門医が在籍する医療機関の一覧です。

・「一般社団法人 日本腎臓学会」ホームページに掲載された専門医のうち、本マニュアルへの氏名掲載について同意を得られた方のみ掲載しています。

 ▼参考：「一般社団法人 日本腎臓学会」ホームページ 腎臓専門医検索：https://jsn.or.jp/medic/specialistsystem/specialist/listindex.php

■久留米市内

氏名 郵便番号 住所 TEL FAX

深水 圭
ふかみ    けい

柴田 了
しばた      りょう

植田 詩子
うえだ    うたこ

甲斐田 裕介
かいだ            ゆうすけ

田口 顕正
たぐち     けんせい

児玉 豪
こだま      ごう

中野 薫
なかの    かおる

中村 奈央
なかむら   なお

福田 理史
ふくだ     まさふみ

西田 紅見
にしだ      くみ

三ツ石 祐太
みついし          ゆうた

山下 裕也
やました   ゆうや

南 麻希
みなみ あき

篠塚 由梨
しのつか    ゆり

山本 遼
やまもと りょう

泌尿器科 井川 掌
いがわ    つかさ

0942-31-7572 0942-34-2605

東 治道
ひがし はるみち

坂井 健太郎
さかい      けんたろう

松井 礼
まつい     れい

小児科 吉田 賢弘
よしだ    やすひろ

小林 愛
こばやし   あい

松下 彩絵
まつした   さえ

糖尿病・甲状腺・内分泌センター 辰元 為仁
たつもと  なりひと

奥田 誠也
おくだ     せいや

松本 有里子
まつもと    ゆりこ

冨安 柚乃
とみやす   ゆの

循環器内科 古賀 伸彦
こが          のぶひこ

泌尿器科 平塚 義治
ひらつか  よしはる

玻座真 琢磨
はざま            たくま

830-0013 久留米市櫛原町２１ 0942-33-1211 0942-32-0113

乙咩
おとめ

 崇臣
たかおみ

830-0023 久留米市中央町１－１ 0942-32-8311 0942-32-8312

松尾 博司
まつお      ひろし

839-0863 久留米市国分町１９４４－５ 0942-22-0148 0942-21-9735

久留米市天神町１２０830-8577

久留米総合病院 腎臓内科

くるめ駅前クリニック

松尾内科医院

839-0801 久留米市宮ノ陣３－３－８

医療機関名

腎臓内科
聖マリア病院

腎臓内科
新古賀病院 

0942-38-3333 0942-38-3324

腎臓内科

古賀病院２１ 

0942-31-7611 0942-31-7932腎臓内科
久留米大学病院 

830-8543 久留米市津福本町４２２ 0942-35-3322 0942-34-3115

830-0011

0942-38-2222 0942-38-2255

久留米市旭町６７
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腎臓専門医一覧

・かかりつけ医からの相談に応じ、CKD治療の連携ができる腎臓専門医が在籍する医療機関の一覧です。

・「一般社団法人 日本腎臓学会」ホームページに掲載された専門医のうち、本マニュアルへの氏名掲載について同意を得られた方のみ掲載しています。

 ▼参考：「一般社団法人 日本腎臓学会」ホームページ 腎臓専門医検索：https://jsn.or.jp/medic/specialistsystem/specialist/listindex.php

■久留米市外（※県内近隣市町村）

氏名 郵便番号 住所 TEL FAX

斧沢 幸司
おのざわ   こうじ

岸 智恵
きし   ちえ

北島 聡
きたじま  あきら

福田病院（R8.4.1～ 大川リバーサイド病院） 福成 健一
ふくなり  けんいち

831-0005 大川市向島１７１７－３ 0944-87-5757 0944-87-8627

永江医院 太田 寛二
おおた      かんじ

832-0045 柳川市本町４番地２ 0944-72-3146 0944-72-3464

柳川リハビリテーション病院 内科 井上 典子
いのうえ   のりこ

832-0058 柳川市上宮永町１１３－２ 0944-72-0001 0944-72-1127

⾧田病院 腎臓内科 松元 貴史
まつもと   たかふみ

832-0059 柳川市下宮永町５２３－１ 0944-72-3713 0120-261-233

中村クリニック 中村 亜輝子
なかむら   あきこ

833-0032 筑後市野町６６５－１ 0942-52-7331 0942-52-7313

江上内科クリニック 江上 純一
えがみ      じゅんいち

834-0031 八女市本町２－６３ 0943-24-0113 0943-24-5221

大原 敦子
おおはら  あつこ

久保
くぼ

 沙織
さおり

ひろかわ腎クリニック 合原 正二郎
ごうはら  しょうじろう

834-0115 八女郡広川町新代１３３０－１ 0943-30-8001 0943-30-8011

姫野病院 腎臓内科 西垣 啓介
にしがき  けいすけ

834-0115 八女郡広川町新代２３１６番地 0943-32-3611 0943-32-3620

大牟田市立病院 腎臓内科・腎センター 那須 誠
なす        まこと

836-8567 大牟田市宝坂町２－１９－１ 0944-53-1061 0944-53-1091

社会保険大牟田天領病院 向山 政志
むこうやま まさし

836-8566 大牟田市天領町１丁目１００番地 0944-54-8482 0944-52-2351

松尾医院 浦江 憲吾
うらえ      けんご

838-0143 小郡市小板井２７９ 0942-72-2011 0942-72-0572

森山内科 森山 敦夫
もりやま  あつお

838-1511 朝倉市杷木池田７８９－５ 0946-62-0111 0946-62-2703

ヨコクラ病院 内科 髙宮 良美
たかみや    よしみ

839-0295 みやま市高田町濃施４８０－２ 0944-22-5811 0942-22-2045

■久留米市外（※佐賀県隣接市町村）

氏名 郵便番号 住所 TEL FAX

今村病院 腎臓内科 河野 啓助
こうの      けいすけ

841-0061 佐賀県鳥栖市轟木町１５２３－６ 0942-82-5550 0942-85-2190

和田内科・循環器科 和田 芳文
わだ          よしふみ

841-0071 佐賀県鳥栖市原古賀町１３３４－８ 0942-81-2121 0942-81-2127

名取医院 名取 千桂
なとり      ちけい

841-0072 佐賀県鳥栖市村田町１３８－１ 0942-84-8008 0942-81-2188

やよいがおか鹿毛病院 津田 晋
つだ        すすむ

841-0005 佐賀県鳥栖市弥生が丘２丁目１４３番地 0942-87-3150 0942-87-3159

きやま鹿毛医院 腎臓内科・透析センター 内田 昌子
うちだ      まさこ

841-0204 佐賀県三養基郡基山町大字宮浦３９９－１ 0942-92-2650 0942-92-1189

みやき腎クリニック 若杉
わかすぎ

 大輔
だいすけ

849-0123 佐賀県三養基郡上峰町坊所１５７０ー４ 0952-55-2122 0952-55-2127

医療機関名

公立八女総合病院 腎臓内科

医療機関名

834-0034 八女市高塚５４０－２

高木病院

腎・透析センター

0943-23-4131 0943-22-3185

831-0016 大川市酒見１４１番地１１ 0944-87-0001 0944-87-9310
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・かかりつけ医からの相談に応じ、CKD治療の連携ができる糖尿病専門医が在籍する医療機関の一覧です。

・「一般社団法人 日本糖尿病学会」ホームページに掲載された専門医のうち、本マニュアルへの氏名掲載について同意を得られた方のみ掲載しています。

 ▼参考：「一般社団法人 日本糖尿病学会」ホームページ 糖尿病専門医検索：http://www.jds.or.jp/modules/senmoni/

■久留米市内

医療機関名 氏名 郵便番号 住所 TEL FAX

野村 政壽
のむら   まさとし 

蘆田 健二
あしだ  けんじ 

永山 綾子
ながやま  あやこ 

蓮澤 奈央
はすざわ   なお 

渡邉 千加世
わたなべ   ちかよ

出宮
でみや

 睦之
むつゆき

大滝
おおたき

 聡一朗
そういちろう

迫
さこ

 智基
ともき

三浦
みうら

 満美
まみ

益子
ましこ

 晃子
あきこ

桃
もも

﨑
さき

 未沙
 みさ

山下
やました

 彩未
あやみ

和田 暢彦
わだ    のぶひこ 

中村 由育
なかむら    ゆい 

佐藤 雄一
さとう    ゆういち 

内薗 祐二
うちぞの    ゆうじ 

井手 誠
いで     まこと 

聖マリアヘルスケアセンター 生活習慣病科 福井 卓子
ふくい    たくこ 

830-0047 久留米市津福本町４４８番５   0942-35-5522 0942-34-3306

川﨑 英二
かわさき   えいじ 

廣松 雄治
ひろまつ   ゆうじ 

福山 貴大
ふくやま   たかひろ

相良 陽子
さがら    ようこ 

明比 祐子
あけひ   ゆうこ

辰元 為仁
たつもと なりひと

堤
つつみ

 陽子
ようこ

津田
つだ

 真
ま

如
い

子
こ

山口
やまぐち

 朋
とも

孝
たか

久留米総合病院 内分泌・代謝・糖尿病内科 吉信 聡子
よしのぶ さとこ 

830-0013 久留米市櫛原町２１番地   0942-33-1211 0942-32-0113

安本 潔
やすもと きよし 

河野 聖子
かわの   せいこ 

稲田内科クリニック 稲田 千鶴子
いなだ    ちづこ 

830-0039 久留米市花畑１－２３－２ 西鉄花畑駅ビル２Ｆ 0942-46-8255 0942-46-8256

いのくち医院 猪口 哲彰
いのくち てつあき 

839-0863 久留米市国分町１５１７－４   0942-21-4662 0942-21-1540

亀尾医院 亀尾 順子
かめお  じゅんこ 

839-0804 久留米市宮ノ陣町若松２３４８－８   0942-34-0226 0942-34-0280

ささき内科 呼吸器 糖尿病クリニック 佐々木 侑右子
ささき     ゆうこ

839-0861 久留米市合川町十三部２９－５   0942-48-3306 0942-48-3307

田中内科クリニック 田中 弘吉
たなか   こうきち 

830-0023 久留米市中央町１６－３８   0942-32-2655 0942-30-6732

まるやま脳神経内科・糖尿病クリニック 丸山 俊一郎
まるやま   しゅんいちろう 

830-0041 久留米市白山町４８２－２０   0942-33-2250 0942-33-2260

まつもと整形外科 松本 千紗
まつもと   ちさ 

830-0072 久留米市安武町安武本３３３３－３   0942-27-0755 0942-27-4335

久留米大学医療センター

糖尿病センター
839-0863 久留米市国分町１５５－１   0942-22-6111 0942-22-6533

久留米大学病院

内分泌代謝内科・糖尿病センター
830-0011 久留米市旭町６７   0942-31-7611 0942-31-7932

新古賀病院

糖尿病・甲状腺・内分泌センター
830-8577 久留米市天神町１２０   0942-38-2222 0942-38-2255

聖マリア病院

糖尿病内分泌内科
830-8543 久留米市津福本町４２２   0942-35-3322 0942-34-3115

安本病院 内科 830-0112 久留米市三潴町玉満２３７１   0942-64-2032 0942-65-0614

糖尿病専門医一覧
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・かかりつけ医からの相談に応じ、CKD治療の連携ができる糖尿病専門医が在籍する医療機関の一覧です。

・「一般社団法人 日本糖尿病学会」ホームページに掲載された専門医のうち、本マニュアルへの氏名掲載について同意を得られた方のみ掲載しています。

 ▼参考：「一般社団法人 日本糖尿病学会」ホームページ 糖尿病専門医検索：http://www.jds.or.jp/modules/senmoni/

糖尿病専門医一覧

■久留米市外（※県内近隣市町村）

医療機関名 氏名 郵便番号 住所 TEL FAX

和泉 賢一
いずみ     けんいち 

竹野 歩
たけの  あゆむ  

三角 優莉奈
みすみ     ゆりな

⾧田病院 糖尿病内科 於保 美千代
おほ     みちよ 

832-0059 柳川市下宮永町５２３－１   0944-72-3501 0944-72-5027

ちくご糖尿病・内分泌クリニック 橋永 俊彦
はしなが   としひこ 

833-0002 筑後市前津４－１   0942-42-1100 0942-42-1101

筑後市立病院 内分泌・代謝内科 井口 志洋
いのぐち   ゆきひろ

833-0041 筑後市大字和泉９１７－１   0942-53-7511 0942-53-7515

公立八女総合病院 内分泌代謝内科 岩田 慎平
いわた  しんぺい 

834-0034 八女市高塚５４０－２   0943-23-4131 0943-22-3185

姫野病院 糖尿病外来 姫野 亜紀裕
ひめの    あきひろ 

834-0115 八女郡広川町新代２３１６   0943-32-3611 0943-32-3620

村石クリニック 村石 和久
むらいし   かずひさ 

836-0046 大牟田市本町２丁目２の１３   0944-52-6060 0944-57-3783

吉田 美代子
よしだ    みよこ 

野中 瑠以子
のなか  るいこ

杉循環器科内科病院 名取 省一
なとり  しょういち

837-0916 大牟田市田隈９５０－１   0944-56-1119 0944-56-2077

徳渕 市朗
とくぶち  いちろう 

田中 佳世
たなか    かよ 

岩屋 智加予
いわや   ちかよ 

永迫 久裕
ながさこ  ひさひろ 

丸山 健伍
まるやま   けんご

福嶋医院 福嶋 彩子
ふくしま   あやこ 

838-0023 朝倉市三奈木３１１１－２   0946-22-3116 0946-22-1258

朝倉医師会病院 糖尿病内分泌内科 中山 ひとみ
なかやま    ひとみ

838-0069 朝倉市来春４２２－１   0946-23-0077 0946-23-0076

赤司 朋之
あかし   ともゆき 

伊藤 洋
いとう  ひろし 

本郷 優衣
ほんごう    ゆい 

平井内科医院 香野 修介
こうの   しゅうすけ 

839-1312 うきは市吉井町清瀬５８４－２   0943-75-2387 0943-75-2557

■久留米市外（※佐賀県隣接市町村）

医療機関名 氏名 郵便番号 住所 TEL FAX

やよいがおか鹿毛病院 中曽根 三鈴
なかそね    みすず 

841-0005 佐賀県鳥栖市弥生が丘２－１４３   0942-87-3150 0942-87-3159

はらだ内科胃腸科 渡辺 淳
わたなべ  じゅん 

841-0031 佐賀県鳥栖市鎗田町２８１－３   0942-84-1515 0942-82-1187

栗並医院 栗並 昇
くりなみ  のぼる 

842-0006 佐賀県神埼市神埼町枝ケ里７６－１   0952-52-2977 0952-52-7980

あおぞらクリニック 今村 洋一
いまむら  よういち 

849-0101 佐賀県三養基郡みやき町原古賀１０６８－４   0942-94-9811 0942-94-9822

0944-53-1091

吉田クリニック 836-0076 大牟田市三里町１－４－５   0944-53-6103 0944-43-1566

福岡県済生会大牟田病院

内分泌糖尿病内科
837-0916 大牟田市田隈８１０   0944-53-2488 0944-53-2538

高木病院

糖尿病代謝内科
831-0016 大川市酒見１４１番地１１   0944-87-0001 0944-87-9310

大牟田市立病院

内分泌・代謝内科
836-8567 大牟田市宝坂町２丁目１９－１   0944-53-1061

嶋田病院

糖尿病内科
838-0141 小郡市小郡２１７－１   0942-72-2236 0942-73-3313
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久留米市ＣＫＤ対策検討委員会 (敬称略) 

かかりつけ医部会 

久留米医師会（内科・小児科 西村医院）  西村 宗胤 

小郡三井医師会（神代病院）  髙田 晃男 

大川三潴医師会（池田クリニック）  池田 悟 

浮羽医師会（いけどう循環器内科医院）  池堂 博文 

久留米大学医学部 内科学講座 腎臓内科部門  柴田 了 

久留米大学医学部 内科学講座 腎臓内科部門  甲斐田 裕介 

久留米大学医学部 内科学講座 内分泌代謝内科部門  蘆田 健二 

久留米大学医療センター 糖尿病センター  和田 暢彦 

 

腎臓・透析専門医部会 

久留米大学医学部 内科学講座 腎臓内科部門  深水 圭 

久留米大学医学部 内科学講座 腎臓内科部門  柴田 了 

久留米大学医学部 内科学講座 腎臓内科部門  甲斐田 裕介 

聖マリア病院  東 治道 

古賀病院 21  松本 有里子 

吉武泌尿器科医院  吉武 信行 

今立内科クリニック  今立 俊一 

宮崎内科循環器内科  宮崎 洋 

 

糖尿病専門医部会 

久留米大学医学部 内科学講座 内分泌代謝内科部門  野村 政壽 

久留米大学医学部 内科学講座 内分泌代謝内科部門  蘆田 健二 

久留米大学医学部 内科学講座 内分泌代謝内科部門  岩田 慎平 

久留米大学医療センター 糖尿病センター  和田 暢彦 

聖マリア病院  佐藤 雄一 

新古賀病院 糖尿病センター  川﨑 英二 

田中内科クリニック  田中 弘吉 

いのくち医院  猪口 哲彰 

稲田内科クリニック  稲田 千鶴子 
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令和４年３月発行（第１版） 

令和６年３月発行（第２版） 

令和８年３月発行（第３版） 

 

久留米市 CKD 対策検討委員会 
久留米市健康福祉部 保健所健康推進課 

電話 0942-30-9331 FAX0942-30-9833 


	スライド 1: 健診で糖尿病の可能性ありとされた受診者のフローチャート

